
（　第　５　号　）

令 和 ５ 年 度

寒河江市一般会計補正予算



令和５年１０月３１日　専決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００，０００千円を追加し、歳入

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

専第９号

　令和５年度寒河江市の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

令和５年度寒河江市一般会計補正予算（第５号）

佐　藤　洋　樹寒河江市長

　歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，８７８，６１２千円とする。

　出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記は、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。
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第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

17 寄附金 2,000,000 500,000 2,500,000

 1 寄附金 2,000,000 500,000 2,500,000

20,378,612 20,378,612

22,378,612 500,000 22,878,612

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 に か か る 額 1
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

 2 総務費 5,119,515 500,000 5,619,515

 1 総務管理費 4,686,126 500,000 5,186,126

17,259,097 17,259,097

22,378,612 500,000 22,878,612

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 に か か る 額 1

- 3 -



に関する説明書

寒河江市一般会計補正予算（第５号）

令和５年度   



１．歳入
17款  寄附金

 1項  寄附金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 寄附金 2,000,000 500,000 2,500,000  1 寄附金 500,000

計 2,000,000 500,000 2,500,000

説 明

歳入歳出補正予算（第５号）事項別明細書

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
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２．歳出
 2款  総務費

 1項  総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

 5 財産管理費 3,216,076 500,000 3,716,076 500,000  7 報償費 187,800 ○基金管理事業 500,000 

11 役務費 54,300 報償費 187,800 

12 委託料 7,900 役務費 54,300 

24 積立金 250,000 委託料 7,900 

積立金 250,000 

計 4,686,126 500,000 5,186,126 500,000

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源
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